
平成2９年度第２回香南市まち･ひと･しごと創生総合戦略策定委員会

○ 平成３０年度新たな取り組みについて
（予定）

平成30年２月16日開催

参考資料②
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№
基本
目標

事 業 名 区分 担当課

1 １・２ 農業大学校就学助成事業 新規 農林課

2 １ 実践型研修ハウス整備事業 新規 農林課

3 １ 園芸用ハウス整備事業 拡充 農林課

4 １ 吉川漁港海岸堤防耐震調査事業 新規 商工水産課

5 １ 地場水産加工品等推進事業 新規 商工水産課

6 １ 街バルイベント事業 新規 商工水産課

７ １・２ 香南市産業人材育成事業 拡充 商工水産課

8 ２ 香南市ウエルカム移住・定住促進事業 拡充 地域支援課

平成30年度新たな取り組みについて （予定） 平成30年２月16日現在

基 本 目 標

１ 魅力あふれる産業を振興し、安定した雇用を創出する

２ 新しい人の流れをつくる

３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

４ 時代に合った地域をつくり、地域の連携により安心な暮らしをまもる

№
基本
目標

事 業 名 区分 担当課

9 ２ 地域おこし協力隊員募集 拡充 地域支援課

10 ２・３ 人生支援計画分野別部会設置 新規 地域支援課

11 ３ 保育園・幼稚園の第２子保育料無料化 拡充 こども課

12 ４ 避難誘導標識整備事業 新規 防災対策課

13 ４ 自主防災組織への資機材整備補助金 拡充 防災対策課

14 - れんけいこうち広域都市圏の推進
（参考資料①）

新規 企画財政課
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① 農業大学校就学助成事業
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卒業後に本市において就農する見込みのものに対して、

農業の基本的な知識および技術、並びに新たな技術およ

び経営感覚に優れた新規就農者の確保、育成を図るため、

農業大学校の学費の１/２を支援する。

（１）支給対象者
・研修終了後、香南市に居住し就農する者

（２）補助額
・高知県立農業大学校の学費（年額118,000円）の半額

目 的

事業内容

○本市から農業大学校への入学者数が少ないので、農業
大学への入学を推進するため、広報等で周知する。

取り組み

② 実践型研修ハウス整備事業

新規就農者の方が就農にあたって、いきなりハウス建設や安定した就農は困難である。「実践型研修ハウ

ス」を利用することで初期投資を抑え、経営の実績をつくることができる。その実績から新規ハウスの整備や安

定的に経営を始めることができ、就農支援や担い手の確保・育成が図れる。

○経営開始５年以内の新規就農者

○農業次世代人材投資資金（旧青年就農
給付金）【準備型】等による研修を終了し、
市内で就農予定の者

目 的

利用対象者
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実践型研修ハウス整備（３棟）

新規就農者の増加及び確保を図る

流 れ

ＪＡ、受入農家などの指導を受け、栽培技術
の向上、収量増となり経営の安定につながる



拡充 ③ 園芸用ハウス整備事業

施設の増設や高度化による経営改善を目指す農業者の

育成と新規農業者等の確保のため、ハウスの整備や中古

ハウスの改良を支援し、園芸産地の維持、強化を図る。

こんな方に活用いただける事業です

①ハウス園芸に取り組みたい新規就農者（5年以内）や、
新たにハウス園芸に取り組みたい方

②ハウスの規模拡大を考えている方

③古くなったハウスの高度化（建替え）を考えている方

④他人が所有又は利用していたハウスを修繕して、新規
就農者や規模拡大を考えている方

⑤台風等の自然災害により被災した園芸用ハウスの復
旧を行う場合

目 的

事業対象

以前から取り組んでいる事業で、自立経営の確立を目指して新規就農・規模拡大を図ろうとす
る農業者に対して園芸用ハウス整備に係る必要な費用の一部を補助し、農業者負担の軽減を
図っている。今回、香南市の新規就農者区分の補助率を増加し、初期投資の軽減を一層図る
ものである。
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事業区分
補助限度額

（一般ﾊｳｽ
/10ha）

補 助 率

要 件 等
県 香南市

①新規就農区分 800万円 2/5
1/6

→1/3
就農開始から５年以内等

②規模拡大区分
規模拡大により経営発展
を図る場合

③高度化区分 既存ﾊｳｽの高度化

④流動化区分
他人が所有していたハウ
スの修繕等

災
害
区
分

⑤災害復旧
自然災害により破損した
園芸用ハウスの復旧

⑥流動化復旧
他人が所有していたハウ
スの修繕等を行い復旧

⑦付帯設備
自然災害により破損した
付帯設備の復旧

流出防止装置付
燃料タンク設備

※ 高強度・軒高ﾊｳｽは補助対象限度額が1,000万円/10ａとなります。
事業内容・補助率の詳細は農林課までお問合せください。

※

担当課に問い合わせを

④ 吉川漁港海岸堤防耐震調査事業

現状の吉川漁港海岸防波堤は、建築後約50年が経過しており、老朽化が著しい。
南海トラフ地震で発生する地震は、今後30年以内の発生確率が70％～80％まで上昇しており、地震、

津波に対して現況海岸堤防の機能が発揮できるか調査を行うもの。
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対象施設：吉川漁港海岸堤防

調査内容：地盤調査・耐震調査（ＦＬＩＰ解析）

取り組み：地震によって海岸堤防がどのように
変化（沈下）するか調査し、今後はこ
の調査結果を用いて堤防の地震津
波対策検討の基礎資料とする。

事業内容

資料：高知県HP

※県管理海岸（吉川・赤岡・岸本海岸）は
Ｈ29年度調査中
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⑤ 地場水産加工品等推進事業

高知県産業振興計画（第1次）の物部川地域アクションプランに位置づけられた事業で、「シイ
ラの加工商材活用（シイラ加工品等）」として、平成21年度から香南市が取り組んでいる。
今回、新たに地場水産加工品等推進事業として、水産加工品流通販売の強化を図る。

シイラや養殖魚等の加工による浜値向上と付加価

値増加を通じて、漁業者の向上を図る。

目 的

アクションプランの取り組み開始 ：H21～

○漁協の入札参加 ：H21～

○前処理加工の実施 ：H21～

○施設整備 ：（H21・23）

○高知県食品高度衛生管理手法認定取得 ：（H26）

○ヘッドカッターの導入 ：H28

加工事業の販売額は順調に伸びている

これまでの取り組み

取り組みの結果

○水産機能施設の整備を実施し、販路拡大！

◆保冷車の購入

◆自動真空包装機の設置

一層の流通販売の推進・販路拡大が図れる

本年度の取り組み

・食品の鮮度を保ち、販路拡大が図れる。

・取引先への配送等を安定的に行える。また、ラッピングによる
広告効果も見込む。

取り組みの結果
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⑥ 街バルイベント事業

『街バル』とは、街とグルメをコンセプトに、

様々な飲食店を食べ歩きや飲み歩きして楽し

むイベントのこと。

香南市バル実行委員会主催のもと、市街地

の活性化と飲食店を中心としたＰＲ・集客支

援を目的とした『街バル』イベントを香南市で

も初めて開催し、香南市の魅力をどんどんア

ピールしていきます！

街（香南市）の魅力を再発見！

大人気の食べ飲み歩きイベント『香南バル』（仮称）

目 的



拡充 ⑦ 香南市産業人材育成事業

産業の振興と雇用の維持を目的として、市内に事業所がある事業主や従業員等を対象に、人材育成に係る研
修への参加、市内事業所への講師招聘、及び市内で開催する研修を受講する際の費用について、１事業所あた
り年間20万円を上限として補助する。

人
材
育
成
研
修
機
関
等

③受講

④支払

市
内
企
業

①交付申請

②交付決定

⑤実績報告

⑥補助金支払

香
南
市

【対象者】
○市内に事業所を有する事業主及び従業員等

【補助対象経費】
○公的団体が実施する研修への参加に要する経費
○補助対象者が講師を招聘し、市内で開催する研修 （H29追加）
○公的団体以外が実施する研修への参加に要する経費

【補助率】
○補助対象経費の２分の１
（ただし、１事業所あたり上限200千円／年）

【交付申請】
○研修会等の開催期日前までに関係書類を添えて提出

【補助金支払】
○実績報告書に関係書類を添えて提出後、補助金を支払

産業人材のスキルアップ及び企業の発展、さらには市全体の産業振興につながる

目的
内容

流 れ

平成28年度からの事業で、初年度の利用は０件だった。翌29年度に補助要綱を見直し、１件
の申請があった。平成30年度に、さらに要綱を見直し改善を図る。
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拡充 ⑧ 香南市ウエルカム移住・定住促進事業

香
南
市
ウ
エ
ル
カ
ム
移
住
・
定
住
促
進
事
業

①中山間地域の空き家バンク ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒①香我美町お試し滞在住宅「西川」の利用促進を図る

②空き家バンク・農地付空き家バンク ⇒ ⇒ ⇒ ⇒②空き家改修事業費等補助金の活用と合わせて移住者

が利用できる空き家バンク登録件数の増加を図る

①ウエルカム移住･定住促進事業費補助金
⇒中山間モデル地域への市外移住者に対する補助金

①モデル地域の空き家を取得し、取り壊し、新築する費用を補助

②モデル地域の取得した空き家に引っ越しする費用を補助

実績：H29年11月末現在（実績なし）

②空き家改修事業費等補助金
⇒登録された空き家の利用時に、所有者や移住者に対する補助金

①空き家の耐震化、リフォーム費用を補助

②空き家の荷物整理や処分費用を補助

・利用者が県外移住者

・利用者が県内市外移住者

実績： H29年11月末現在（荷物処分2件 耐震、ﾘﾌｫｰﾑ1件）

①ウエルカム移住･定住促進事業費補助金
⇒廃止のうえ、②の新補助金を新設

②移住・定住引越支援事業補助金
⇒県外からのＵターン者及び空き家バンク物件へ二段階移住で来る者

の引っ越し費用を補助 （対象地域を市全域に拡大）

（市外移住者を県外移住者に変更）
◎県外Ｕターン者引越補助 上限 50,000円

◎県外移住者二段階移住引越補助 （空き家バンク物件への引越）

上限 30,000円

③空き家改修事業費等補助金
◎空き家の耐震化、リフォーム費用を補助 上限 182万4千円

◎新耐震基準以降の住宅で耐震化が必要ない、簡易なリフォーム

費用を補助 （新たに追加する補助）
・利用者が県外移住者 上限 200千円

・利用者が県内市外移住者 上限 100千円

◎空き家の荷物整理や処分費用を補助

・利用者が県外移住者 上限 200千円

・利用者が県内市外移住者 上限 100千円

④こうなんワーキングホリデー補助金
⇒県外の若者などが一定期間香南市に滞在し、働きながら地域住民と

の交流を通じて、香南市の暮らしを体験することで、将来的に香南市

への移住の掘り起こしを図る。 （詳細は別紙）

移住者が「住む」ための取組

移住者等への支援（補助金）

平成29年度まで 平成30年度から

継続

廃止

見直し
＋新設

継続

新設

見直し

10
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⑧ こうなんワーキングホリデー補助金 （香南市ウエルカム移住・定住促進事業を拡充）

○対象：県外に居住する方 （若者など）

○内容：香南市の就労場所（*）で数週間から１ヶ月
程度働きながら地域住民と交流をする こ
とで、香南市の暮らしを体験してもらう。

○補助：ワーキングホリデー参加者の香南市滞在
期間中の宿泊費と公共交通機関利用の
費用を補助。なお、受入事業者は、参加者
と確実に労働契約を締結（賃金の支払）し、
また労働保険の加入などの手続きを行う
ことが必要。

○補助内容：①宿泊費 上限 3,000円/日
（民間宿泊施設利用に限る／最大31日）

②交通費 上限 15,000円
（滞在期間中の公共交通機関利用費用）

県外の若者などが一定期間香南市に滞在し、働きながら地域住民との交流を通じて、香南市の暮らしを体験することで、将

来的な香南市への移住の掘り起こしを図る。

目 的

内 容

香南市ウエルカム移住・定住促進事業の「移住者等への支援策」として、本年度
より新たに新設する補助金。

それぞれのニーズをつなげる

『こうなんワーキングホリデー』
実 施

県外の若者などと地域を結ぶ

『 移住・定住につながる取組 』
各産業分野の担い手確保に寄与

（＊） 就労場所がｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱやﾌｧｽﾄﾌｰﾄﾞ店など働き場所とし
て他市町村との違いが全く見られないような企業等は対象外。

●繁忙期の人手がほしい
●移住・定住につなげたい
●交流人口を増やし、消費を拡大
したい

受入地域 （事業体）

●地方の仕事を経験したい
●通常の旅行では経験できない
体験がしたい

●地域の方と交流したい

県外の若者など

継続 ⑨ 地域おこし協力隊員募集
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⑩ 人生支援計画分野別部会設置

香南市人生支援計画を着実に推進できる体制を築くため、平成30年度から

香南市人生支援計画推進分野部会を新たに設置する。

期別ごとの施策・事業について幹事会で検
討を行ってきたが、期別に関わる当事者がい
ないことから具体的な施策へのつながりが弱
かった。
それぞれの期別に関係する各種関係機関・
関係各課・市民などで専門分野の部会を組
織し、必要な支援の検討・提案・評価を行う。

目 的

人口減少問題を考える会 移住者・地域住民・関係課など

幼年就学期部会
幼年期（生まれてから小学校就学前）
就学期（小学校から高校）

社会福祉協議会・民生委員・保

護者・先生・関係課など

成年熟年期部会
成年期（就業してから子育て期）
熟年期（人生が充実する時）

社会福祉協議会・自治会・者会

教育団体・住民・関係課など

高齢期部会
高齢期（第２の人生スタート）

高齢者ｸﾗﾌﾞ・自治会・民生委

員・ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ・関係課な

ど

人生支援計画推進分野部会
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拡充 ⑪ 保育所・幼稚園の第２子保育料無料化 （多子世帯保育料等軽減事業）

保育所・幼稚園等に兄弟姉妹が同時入所している場合に、国の保育料軽減制度を
拡充し、第２子の保育料を無料とします。

○第２子の保育料を無料化 （同時入所）

○対象人数：１７７人（平成３０年度）

○市負担額：２９，４５２千円

（Ｈ２９年１０月試算）

子どもを生み育てやすい環境を整えるため、

国の幼児教育の段階的な無償化の取り組み

に合わせ、市単独制度として多子世帯等の保

育量負担軽減措置を拡充する。

目 的

内 容

（５歳）

（４歳）

（３歳）

（２歳）

（１歳）

（０歳）

第３子の扱い

第２子の扱い

第１子の扱い

対象外

◎小学生以上はカウントしない

小学校以上

保育料満額

保育料
半 額

保育料無料

保育料

無料
拡充
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⑫ 避難誘導標識整備事業

南海トラフ地震発生した際に、津波浸水区域に
おいては、迅速に指定緊急避難場所へ辿り着く必
要があるため、安全かつ迅速な避難を可能にす
るため避難誘導標識を整備する。

目 的

指定緊急避難場所への避難経路に、避難誘導標識を設置する。
避難経路については、「津波避難計画現地点検」で確認した、地震発生後も安全に避難で
きると予想される避難経路に対して、標識を設置する。なお、最終的な設置場所については、
地域の自主防災組織等と協議を行う。
標識の仕様については、JISで規定された仕様に基づいて作成する。

内 容

津波避難場所又は津波避難ビ
ルまで標識にしたがって安全に
避難できるよう記載した標識を
途切れることなく設置。

この場所（建物）が津波に
対して安全な避難場所で
あることを目につきやすい
場所に表示。

図記号案内標識、避難経路標識、海抜表示シート、津波の歴
史、記録、言い伝えなど日頃目に触れることで学習効果があ
る情報を記載した標識を必要に応じて設置。

津波が来襲する
恐れがある地域
に設置。

今回の誘導標識整備事業では、この２種類を整備
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拡充 ⑬ 自主防災組織への資機材整備補助金

自主防災組織の範囲が広く、避難場所も複数あるため、当初の資機材整備補助金
だけでは倉庫等資機材整備できないので、再整備に係る補助対象経費を見直し、
自主防災組織設立・運営の強化を図る。

自主防災組織の育成を図る事業

（自主防災組織を新設する場合）

自主防災組織の育成を図る事業
（自主防災組織の活動活性化のために必要な資機材等の整備）

※自主防災組織独自の継続的な活動組織に対して

自主防災組織活動支援事業

○補助対象事業

○補 助 率

○補助対象事業

○補 助 率
変更なし

１回目の再整備を

新規整備と同額

※2回目以降は現行の再整備額


